
介護老人保健施設　阪奈苑　利用料金（予防通所）

令和３年４月現在

介護予防通所リハビリテーション料金

保険内（介護保険負担割合証１割の方） 単位：円

基本負担額
運動機能向

上加算
栄養改善加算

サービス提供体制

強化加算

要支援１ 2,224 95

要支援２ 4,331 191

保険内（介護保険負担割合証２割の方）

基本負担額
運動機能向

上加算
栄養改善加算

サービス提供体制

強化加算

要支援１ 4,448 190

要支援２ 8,662 382

保険内（介護保険負担割合証３割の方）

基本負担額
運動機能向

上加算
栄養改善加算

サービス提供体制

強化加算

要支援１ 6,672 285

要支援２ 12,993 573

保険外

昼食代 おやつ

要支援１・２ 580 110 60 110

料金＝１月あたりの総合計＋１日あたりの自己負担総合計×通所日数

若年性認知症利用者受け入れ加算　1月につき：２６０円(２割の方５２０円　３割の方７８０円）

事業所評価加算　1月につき：１３０円（２割の方２６０円　３割の方３９０円）

口腔機能向上加算（Ⅰ）　１月につき：１６３円(２割の方３２６円　３割の方４８９円）

口腔機能向上加算（Ⅱ）　１月につき：１７４円(２割の方３４８円　３割の方５２２円）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）1月につき：５円（2割の方1０円　３割の方１５円）

選択的サービス複数実施加算(Ⅰ） １月につき：５２０円（２割の方１０４０円　３割の方１５６０円）

選択的サービス複数実施加算(Ⅱ）　１月につき：７５９円(２割の方１５１８円　３割の方２２７７円）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　上記より算定した単位数の20/1000

科学的介護推進体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４円

一日あたりの
自己負担総合計

860

食事代金

生活行為リハビリテーション実施加算（利用開始より6月以内）　1月につき：６０９円

(2割の方１２１８円　３割の方１８２７円）　　　

日用品費

　１２月超え減算２　　　　　　　　　　　　　　　要支援１　△２２円　要支援２　△４４円

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）1月につき：２２円（2割の方４４円　３割の方６６円）

434
5,560

9,966

14,949

１月あたりの総合計

732 651
8,340

新型コロナウイルス感染症への対応　令和３年９月３０日迄　所定単位数の1/1000

介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）　上記より算定した単位数の47/1000

１月あたりの総合計

244 217
2,780

4,983

１月あたりの総合計

教養娯楽

488


